
平成30年（2018）は、明治元年（1868）から満150年の年に当たります。これに関連して当室では、

全4回にわたり明治時代の滋賀県政の歩みを振り返る展示を企画いたしました。そのうち今回は、明治元年

から同10年頃までを取り上げ、今日の私たちにとってなじみ深い「滋賀県」が誕生するまでの過程をご紹

介します。小学校の設立や地方民会（議会）の導入に関わる文書など、県政草創期の公文書を数多く展示し

ました。明治維新の意味を、改めて地方の視点から見つめなおす一助になれば幸いです。

【展示概要】
期間 平成30年1月22日（月）～4月19日（木）
会場 県政史料室（滋賀県庁新館3階 県民情報室内）
日時 月曜日～金曜日（祝日を除く）

午前9時～午後5時
内容 滋賀県歴史的文書25点
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慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
十
二
月
、
王
政
復
古
の
ク
ー
デ

タ
ー
に
よ
り
、
明
治
新
政
府
が
発
足
す
る
と
、
翌
四
年
三
月
、

旧
大
津
代
官
所
の
支
配
地
を
統
治
す
る
た
め
、
大
津
裁
判
所

（
県
庁
の
前
身
の
行
政
機
関
）
が
設
置
さ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
同
年
閏
四
月
、
太
政
官
は
「
政
体
書
」
を
発
布
し
、

地
方
は
府
・
藩
・
県
が
並
立
す
る
三
治
体
制
と
な
り
ま
し
た
。

近
江
国
で
も
、
大
津
裁
判
所
が
廃
さ
れ
、
新
た
に
大
津
県
が

発
足
し
ま
す
。
初
代
知
事
に
は
、
広
島
藩
士
の
辻
将
曹
が
就

任
し
ま
し
た
。
当
初
の
県
庁
舎
は
、
旧
大
津
代
官
所
が
使
わ

れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
移
転
を
繰
り
返
し
、
明
治
二
年
（
一

八
六
九
）
一
月
、
園
城
寺
境
内
の
円
満
院
に
置
か
れ
ま
し
た
。

明
治
四
年
七
月
に
は
、
近
江
国
に
領
地
を
も
つ
彦
根
藩
・

膳
所
藩
な
ど
の
諸
藩
が
廃
さ
れ
、
新
た
に
彦
根
県
・
膳
所
県

な
ど
が
置
か
れ
ま
す
。
さ
ら
に
同
年
十
一
月
、
近
江
国
南
部

六
郡
は
大
津
県
、
北
部
六
郡
は
長
浜
県
へ
と
合
併
さ
れ
ま
し

た
。
滋
賀
県
と
い
う
名
称
も
ま
だ
な
い
こ
の
時
期
に
、
鳥
取

藩
出
身
の
松
田
道
之
が
大
津
県
令
に
就
任
し
ま
す
。

史
料
④
は
、
明
治
五
年
一
月
に
松
田
が
設
置
し
た
地
方
民

会
「
議
事
所
」
の
議
事
会
則
で
す
。「
県
庁
の
為
め
に
県
内
の

人
民
あ
る
に
あ
ら
す
、
県
内
人
民
の
為
め
に
県
庁
あ
る
と
知

る
へ
し
」
と
い
う
松
田
の
「
公
論
」
重
視
の
考
え
が
示
さ
れ

て
い
ま
す
。
大
里
正
・
中
里
正
（
数
か
村
の
代
表
）
と
富
裕

層
が
「
県
内
の
公
益
」「
人
民
の
幸
福
」
を
議
論
す
る
場
と
し

て
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
議
決
の
執
行
に
は
県
庁
の

許
可
が
必
要
な
ど
の
制
限
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。

③「大津県印」（明治初年）【資566】

④「議事大意条例」明治5年1月【明い36（23）】

①「大津裁判所設立日の照会」明治9年5月24日

【明あ246合本1（21）】

②「県令所規則」慶応4年8月【明お41合本2（2）】
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現
在
の
「
滋
賀
県
」
が
誕
生
す
る
き
っ
か
け
は
、
明
治
四

年
（
一
八
七
一
）
十
二
月
、
大
津
県
令
松
田
道
之
が
大
蔵
省

に
提
出
し
た
要
望
書
で
し
た
。
松
田
に
よ
れ
ば
、
旧
幕
府
代

官
所
が
置
か
れ
た
大
津
の
名
称
を
こ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
は
、

「
愚
民
」
が
旧
習
を
捨
て
て
、
開
化
に
進
む
障
害
に
な
る
と

い
い
ま
す
。
県
庁
舎
が
置
か
れ
た
円
満
院
が
滋
賀
郡
別
所
村

に
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
の
郡
名
を
と
っ
て
滋
賀
県
と
改

め
る
べ
き
だ
と
訴
え
た
の
で
す
。
こ
の
上
申
は
「
至
当
」
と

認
め
ら
れ
、
翌
五
年
一
月
、
大
津
県
は
滋
賀
県
と
改
称
し
ま

す
。
同
年
二
月
に
は
、
長
浜
県
も
犬
上
県
へ
と
改
称
し
ま
す

が
、
九
月
に
滋
賀
県
に
合
併
と
な
り
、
現
在
と
同
じ
領
域
を

統
治
す
る
滋
賀
県
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
松
田
は

県
令
を
引
き
続
き
務
め
、
初
代
滋
賀
県
令
に
就
任
し
ま
し
た
。

史
料
⑦
は
、
明
治
七
年
一
月
、
松
田
が
県
官
員
に
示
し
た

「
県
治
所
見
」
で
す
。
こ
の
文
書
で
も
、
ま
ず
県
会
を
興
し

て
人
民
に
議
会
の
便
利
さ
を
理
解
さ
せ
、
そ
の
後
区
町
村
会

の
設
立
を
促
す
と
い
う
施
政
方
針
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
松

田
の
「
公
論
」
重
視
の
姿
勢
が
見
て
取
れ
ま
す
。

史
料
⑧
は
、
明
治
八
年
三
月
、
松
田
が
内
務
省
に
転
任
す

る
際
の
引
継
書
で
す
。
県
会
の
ほ
か
に
も
「
私
会
」
を
設
け

た
り
、
盟
約
を
結
ぶ
こ
と
を
奨
励
し
ま
し
た
。
世
の
中
の
事

柄
や
県
政
に
関
す
る
議
論
が
活
性
化
し
て
、
県
庁
が
苦
し
む

く
ら
い
が
「
最
モ
所
好
」
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
た
と
え
議

論
が
過
激
に
な
っ
て
も
、
咎
め
て
は
な
ら
ず
、
却
っ
て
県
政

の
た
め
に
喜
ぶ
べ
き
だ
と
懐
の
深
さ
を
示
し
て
い
ま
す
。

⑤「県名改称の達」明治5年1月19日【明う152（13）】

⑧「松田道之事務引継書」明治8年4月24日

【明い59合本5（19）】

⑥「初代県令松田道之」（明治期、滋賀県蔵）

⑦「県治所見」明治7年1月11日

【明い246合本2（2）】
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明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
四
月
、
太
政
官
は
戸
籍
法
を
発

布
し
、
戸
籍
編
製
の
た
め
の
区
画
（
数
か
町
村
で
一
区
）
と

そ
の
事
務
を
担
う
戸
長
の
設
置
を
定
め
ま
し
た
。
滋
賀
県
で

は
、
翌
五
年
二
月
に
区
を
設
置
し
、
そ
の
代
表
と
し
て
組
惣

代
の
入
札
（
選
挙
）
を
命
じ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
四
月
に
は
、

組
惣
代
の
名
称
を
廃
止
し
て
戸
長
と
改
称
。
戸
籍
編
製
の
み

な
ら
ず
、
区
内
の
諸
事
務
を
担
う
役
割
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

当
初
滋
賀
県
で
は
六
七
の
区
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
が
、
九
月

に
犬
上
県
と
合
併
し
、
合
わ
せ
て
一
五
八
区
と
な
り
ま
し
た
。

明
治
五
年
四
月
、
太
政
官
は
庄
屋
・
年
寄
な
ど
町
村
の
代

表
者
の
名
称
を
廃
止
し
、
戸
長
・
副
戸
長
と
改
称
す
る
よ
う

布
告
し
ま
す
。
同
年
八
月
、
滋
賀
県
で
は
庄
屋
を
戸
長
、
年

寄
を
副
戸
長
と
改
称
す
る
よ
う
命
じ
ま
し
た
。
そ
れ
に
と
も

な
い
、
従
来
区
の
代
表
で
あ
っ
た
戸
長
は
、
総
戸
長
と
改
称
。

翌
六
年
三
月
に
は
区
長
と
な
り
ま
す
。
同
年
十
一
月
に
は
、

区
戸
長
の
職
掌
や
選
挙
規
則
な
ど
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
区

長
は
正
副
戸
長
に
よ
る
投
票
、
戸
長
は
町
村
住
民
全
員
に
よ

る
投
票
で
選
ば
れ
た
よ
う
で
す
。

区
や
町
村
で
は
、
区
戸
長
の
給
料
や
道
路
・
橋
梁
等
の
修

繕
費
、
学
校
運
営
費
な
ど
の
諸
経
費
（
民
費
）
を
住
民
か
ら

集
め
て
い
ま
し
た
。
明
治
六
年
十
一
月
、
松
田
県
令
は
そ
れ

ら
を
「
公
費
」
と
呼
び
、
区
戸
長
の
独
断
で
処
理
す
る
こ
と

を
禁
じ
ま
す
。
ま
た
、
財
政
の
透
明
化
を
図
る
た
め
、
区
戸

長
は
大
ま
か
な
費
目
ご
と
に
金
額
を
記
し
た
「
公
費
表
」
を

自
宅
に
掲
示
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

⑨「区制の開始」明治5年2月晦日【明い30合本1（43）】

⑩「戸長改称の達」明治5年8月【明い31合本1（20）】

⑪「「公費」の成立」明治6年11月19日【明い44（103）】

⑫「区戸長公選の建言書」明治8年8月10日

【明お76合本5（1）】



展示図録 滋賀県の誕生 平成 30 年（2018 年）1月 22 日発行

- 5 -

明
治
初
年
の
滋
賀
県
で
は
、
様
々
な
文
明
開
化
政
策
が
矢

継
ぎ
早
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
史
料
⑬
は
、
県
令
松
田
道
之

が
小
学
校
設
立
の
方
法
を
具
体
的
に
示
し
た
布
達
で
す
。
明

治
五
年
（
一
八
七
二
）
八
月
、
太
政
官
が
布
告
し
た
「
学
制
」

を
受
け
た
も
の
で
す
。
原
則
と
し
て
一
区
（
数
か
村
）
に
つ

き
一
校
を
設
立
し
、
学
校
入
費
は
貧
富
に
応
じ
た
戸
別
割
と

す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

史
料
⑭
は
、
地
券
発
行
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
絵
図
で
す
。

明
治
五
年
八
月
、
滋
賀
県
は
戸
長
・
総
戸
長
の
中
か
ら
各
郡

一
名
ず
つ
地
券
取
調
用
掛
を
任
命
し
、
取
扱
心
得
方
凡
例
書

を
布
達
し
ま
し
た
。
そ
の
第
六
条
に
お
い
て
、
地
引
絵
図
は

後
年
の
証
拠
と
な
る
の
で
、
一
村
に
つ
き
二
枚
（
県
庁
提
出

分
と
村
方
保
管
分
）
作
成
す
る
よ
う
命
じ
て
い
ま
す
。
本
絵

図
は
数
少
な
い
県
庁
保
管
分
の
一
枚
で
す
。

史
料
⑮
は
、
大
阪
鎮
台
が
歩
兵
第
九
連
隊
の
兵
営
建
築
の

た
め
に
、
滋
賀
県
よ
り
取
得
し
た
土
地
の
図
面
で
す
。
赤
色

部
分
は
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
四
月
に
兵
部
省
が
園
城
寺

か
ら
借
り
上
げ
て
い
た
一
万
坪
で
、
黄
色
の
部
分
が
新
た
に

取
得
し
た
一
万
九
三
〇
〇
坪
を
意
味
し
ま
し
た
。

史
料
⑯
は
、
慶
応
四
年
四
月
に
日
吉
社
で
起
こ
っ
た
廃
仏

毀
釈
に
関
す
る
文
書
で
す
。
同
事
件
は
、
全
国
最
初
の
廃
仏

毀
釈
の
事
例
と
し
て
知
ら
れ
、
明
治
六
年
五
月
、
太
政
官
正

院
に
置
か
れ
た
歴
史
課
（
現
・
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
）
は
、

滋
賀
県
に
事
件
の
照
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。
本
史
料
は
、
そ

の
顛
末
を
記
し
た
延
暦
寺
か
ら
の
回
答
で
す
。

⑬「立校方法概略」明治6年2月8日【明い36（59）】

⑯「日吉社暴挙の儀に付嘆願書并弾正台御尋件の御答書」

明治6年2月8日【明す18（23）】

⑭「地券取調惣絵図（犬上郡第9区）」明治6年10月

【明へ63合本1】

⑮「大津兵営地所請取証図面」明治6年10月7日

【明ひ1（75）】
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明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
十
一
月
、
財
政
危
機
に
苦
し
む

膳
所
藩
で
は
、
帰
田
法
と
呼
ば
れ
る
禄
制
改
革
が
実
施
さ
れ

ま
し
た
。
明
治
維
新
後
に
士
族
・
卒
と
な
っ
た
旧
藩
士
が
対

象
で
、
慰
労
扶
持
（
旧
家
禄
）
を
返
上
し
て
平
民
と
な
れ
ば
、

農
業
や
商
業
の
た
め
の
土
地
・
金
銭
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
も
の
で
す
。
申
請
そ
の
も
の
は
、
各
自
の
判
断

に
委
ね
ら
れ
ま
し
た
が
、
出
願
時
期
が
遅
く
な
る
に
従
い
、

条
件
が
悪
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
明
治
四
年
七
月
の

廃
藩
時
点
で
、
士
族
・
卒
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
は
、
四
〇

戸
余
り
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
四
年
十
一
月
、
膳
所
県
が
大
津
県
等
に

合
併
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
藩
財
政
の
た
め
に
士
族
籍
を
捨
て

た
旧
藩
士
た
ち
は
、
士
族
籍
へ
の
復
帰
と
家
禄
の
再
給
付
を

訴
え
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
明
治
五
年
四
月
、
県
令
松

田
道
之
は
、
現
在
の
士
族
は
「
天
下
遊
民
ノ
巨
魁
」
で
あ
る

と
非
難
し
、
た
と
え
士
族
に
復
帰
し
て
も
、
恒
久
的
な
家
禄

は
見
込
め
な
い
と
諭
し
ま
し
た
。
ま
た
士
族
は
単
な
る
名
称

に
す
ぎ
ず
、
そ
の
「
民
権
」
に
つ
い
て
は
「
平
民
ト
異
ル
ノ

理
ナ
シ
」
と
、
四
民
平
等
の
観
点
か
ら
も
批
判
し
て
い
ま
す
。

旧
膳
所
藩
士
か
ら
の
度
重
な
る
請
願
を
受
け
、
明
治
五
年

八
月
、
大
蔵
省
は
そ
の
内
一
六
八
人
は
帰
農
が
終
わ
っ
て
い

な
い
と
し
て
、
士
族
籍
へ
の
復
帰
を
認
め
ま
す
。
た
だ
し
、

残
り
の
七
〇
五
人
は
不
許
可
と
な
り
、
そ
の
後
も
請
願
が
続

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
彼
ら
の
復
籍
が
認
め
ら
れ
た

の
は
、
明
治
九
年
六
月
の
こ
と
で
し
た
。

⑰「帰田法の布告」明治3年11月20日【資423】

⑱「元膳所藩帰農人え説諭の大略」明治5年4月

【明い226（1）】

⑲「元膳所藩帰農人元籍引き戻しの達」

明治5年8月【明さ38合本3（2）】

（20）「洋風器械の図」明治9年4月13日【明さ100（1）】
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明
治
政
府
は
維
新
直
後
よ
り
、
六
国
史
に
続
く
修
史
事
業

に
着
手
し
ま
す
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
十
一
月
、
太
政

官
は
国
史
編
纂
の
材
料
を
収
集
す
る
た
め
、
維
新
以
後
の
県

の
沿
革
な
ど
を
取
り
ま
と
め
、
正
院
歴
史
課
に
提
出
す
る
よ

う
府
県
に
命
じ
ま
し
た
。
翌
八
年
五
月
、
滋
賀
県
で
は
庶
務

課
に
編
輯
掛
が
設
置
さ
れ
、『
滋
賀
県
史
』
の
編
纂
が
始
ま
り

ま
す
。
廃
藩
置
県
前
後
に
滋
賀
県
（
大
津
県
）
に
合
併
さ
れ

た
、
旧
藩
県
史
の
編
纂
も
進
め
ら
れ
、
彦
根
・
膳
所
・
水
口
・

西
大
路
・
山
上
・
宮
川
・
大
溝
の
七
藩
県
史
が
編
纂
さ
れ
ま

し
た
（
彦
根
県
は
欠
本
）。

県
庶
務
課
編
輯
掛
で
は
、
修
史
事
業
と
と
も
に
、
地
誌
編

纂
事
業
も
担
当
し
ま
し
た
。
明
治
八
年
六
月
、
太
政
官
は
「
皇

国
地
誌
編
輯
例
則
」
を
示
し
、
各
府
県
に
郡
村
誌
の
編
纂
を

命
じ
ま
し
た
。
編
纂
事
業
は
、
滋
賀
郡
か
ら
着
手
さ
れ
、
編

輯
部
（
掛
）
に
よ
る
校
閲
を
経
て
、
明
治
十
三
年
よ
り
順
次

製
本
さ
れ
て
い
ま
す
。

編
輯
掛
の
史
誌
編
纂
は
、
簿
書
専
務
（
文
書
係
）
兼
務
の

少
属
・
伊
藤
紀
（
元
円
満
院
宮
家
来
）
の
下
で
進
め
ら
れ
ま

し
た
。
実
務
を
担
っ
た
の
は
、
元
水
口
藩
漢
学
者
の
山
県
順

や
、『
淡
海
廿
四
勝
図
記
』
の
著
書
が
あ
る
安
国
清
（
福
岡
県

出
身
）
ら
で
、
掛
設
置
後
に
順
次
雇
い
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

県
史
の
編
纂
は
、
明
治
十
七
年
度
ま
で
続
き
、
第
五
編
ま
で

作
成
さ
れ
ま
し
た
（
第
五
編
は
欠
）。
一
方
村
誌
は
、
滋
賀
・

野
洲
・
甲
賀
の
三
郡
は
編
纂
さ
れ
た
も
の
の
、
政
府
の
方
針

転
換
に
よ
り
、
途
中
で
事
業
が
打
ち
切
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

（23）「旧藩県史編輯類目」明治10年【明さ82合本1（1）】

（22）「村誌編輯例則」明治9年1月24日【明か2合本1（2）】

（21）「国史編輯の儀に付照会」

明治8年11月14日【明あ246合本1（11）】

（24）『滋賀県史』『滋賀郡村誌』（明治期）【資60、339】
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【展示関連年表】

西暦 元号 月 日 出来事 展示史料

1868 明治1

1 3 鳥羽伏見の戦いが起こる

3 7 大津裁判所が設立される ①

3 14 五箇条の誓文が公布される

3 28 神仏判然令が公布される ⑯

閏4 25 大津県が設立される ②③

1869 明治2
6 ― 版籍奉還

1 10 大津県庁舎が園城寺境内の円満院に移転する （25）

1870 明治3 11 20 膳所藩で帰田法が布告される ⑰～⑲

1871 明治4
7 14 廃藩置県

11 22 近江国南部6郡が大津県、北部6郡が長浜県へと合併される ⑥

1872 明治5

1 ― 議事所が開設される ④

1 19 大津県が滋賀県と改称される ⑤

2 ― 滋賀県で区制が布かれる ⑨～⑫

2 27 長浜県が犬上県と改称される

8 3 学制が公布される ⑬

9 29 犬上県が滋賀県に編入される

1873 明治6
1 10 徴兵令が公布される

7 28 地租改正条例が公布される ⑭

1874 明治7
1 11 県治所見が公布される ⑦⑧

1 17 民撰議院設立建白書が提出される

1875 明治8

3 10 陸軍歩兵第九連隊が大津の駐屯地に移転 ⑰

5 13 県庶務課に編輯掛が設置される (21)～(24)

9 20 江華島事件が起こる

1876 明治9 8 21 敦賀・大飯・遠敷・三方の若越4郡が滋賀県に編入される

1877 明治10 2 15 西南戦争が起こる

1878 明治11 6 16 彦根製糸場が開設される (20)

＊ゴシック体は全国の出来事。史料⑰～(25)は平成30年3月より展示開始。
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（25）「園城寺并付属地境内図（県庁周辺図）」

明治9年6月【明す506合本1（3）】
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